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しかし残念なことに、北京会議
後、各国と日本の差が拡大

北京後、多くの方の努力による進展も

1997 均等法改正（採用・昇進等の差別禁止）
1999 男女共同参画社会基本法成立
1999 児童買春・児童ポルノ法公布・施行
2000 ストーカー規制法成立・施行
2001 男女共同参画会議・男女共同参画局
2001 DV防止法施行
2013 民法改正（婚外子の相続分同等に）
2015 女性活躍推進法成立
2016 民法改正（再婚禁止期間100日に）
2017 刑法改正（強制性交等罪など）
2018 候補者男女均等法成立
2022 民法改正（母も嫡出否認権、即再婚可）
2023 刑法改正（不同意性交等罪など）
2025 初の女性総理大臣

例えば政治にお
ける「過少代表」
問題を見ると・・・・

男女共同参画局HPより抜粋
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本日の課題提起～残された課題と政策進展の障害への対処

ケアワークの５R、理系進学推進、管理職への登用、非正規雇用、賃金格差 etc.

女性と政治
企業団体献金の廃止の代償として導入された政党助成金はよりよい民主

主義のための国民からのメッセージでは？

宗教団体からの選挙運動支援や公約の協定について、開示が必要では？

メディアのファクトチェックが必要では？ アカデミアの役割は？
選択的夫婦別氏制度は戸籍の破壊？
女系天皇は日本の歴史にない？
女人禁制は伝統？ 「近代の伝統化」を防ぐ必要
伝統的家族は本当に日本の伝統？

戦後80年、戦後にキチンと法律や制度は見直されたのか？
民法（家族法部分）
母体保護法
蓋然性による区別は統計的差別？
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2022調査



2025/11/16 2025NGO日本女性大会 35

出典：立憲民主党ＨＰ

超党派議連会長の中川正春議
員は、昨年の衆議院総選挙では
引退されました。今年から、野田
聖子議員が会長を務めておられ
ます。



中国新聞記事より抜粋
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出典：法務省HP
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戦後、最高裁で違憲判決は現在まで13件。うち6件がジェンダーに関係

ⅰ）1973年：刑法の尊属殺人罪（通常の殺人より重い刑罰を課す）が、法の下の平等に反し、違憲。

被告女性が子供の頃から実の父親に長年に亘って性虐待を受けていたという悲惨な事案

であったことが違憲判決に繋がったと思われる。

ⅱ）2008年：国籍法が婚外子の国籍取得を胎児認知のみに制限しているのは法の下の平等に違反。

ⅲ）2013年：民法で婚外子の相続分を嫡出子の半分とするのは法の下の平等に違反。

ⅳ）2015年：民法で離婚後6か月間の再婚禁止期間を女性のみに課すのは、嫡出推定に必要な100日

を超える部分は法の下の平等に違反。

ⅴ）2023年：性同一性障害特例法で戸籍法上の性別変更に生殖不能手術を必要としているのは、

個人の生命・自由・幸福追求権の尊重に反する。

ⅵ）2024年：旧優生保護法の強制不妊手術をめぐる条項は、個人の生命・自由・幸福追求権の尊重と
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平成８年法審議会答申以降の動き

１ 相続の効力（嫡出でない子の相続分）
最高裁判所大法廷違憲判決（平成25年9月4日）
→民法改正（平成25年12月5日成立）（同月11日施行）

→嫡出でない子の相続分が嫡出子の2分の1から同等に
２ 再婚禁止期間

最高裁判所大法廷違憲判決（平成27年12月16日）
（100日を超える部分について違憲）

→民法改正（平成28年6月1日成立）（同月7日施行）
→女性の再婚禁止期間が6月から100日に短縮

・・・・→100日分についても令和4年12月の改正で解消！令和6年4月施行。男女共
３ 婚姻適齢

民法改正（平成30年6月13日成立、令和4年4月1日施行）
→成年年齢の引下げ（20歳→18歳）に合わせ、女性の婚姻開始年齢を男性と同じ１８歳に統一するため、
引上げ（16歳→18歳）

４ 夫婦の氏
最高裁判所大法廷合憲判決（平成27年12月16日）
→民法改正の議論は停滞。
（旧姓の通称使用は拡大。

ex.判決での裁判官の氏名、大臣以下の行政機関での行政行為の氏名、マイナンバー（併記）、銀行
口座、免許証、 など）

最高裁判所大法廷合憲判決（令和3年6月23日）    ⇒令和7年通常国会で立民案、国民案、維新案が審議
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済

済

済

平成8年法制審議会答申以降の動き

よくできま
した！

達成されたものは全て当事者が
訴えた裁判を通じたものや他の
改正に伴うものばかり。



出典：読売新聞オンライン

嫡出推定等に関する民法改正法が2022年12月15日
に成立し、2024年4月に施行されました。
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2016年7月までは６か月でした。



しかし，家庭生活の当事者である妻や子に否認権を認めないの
はなぜな のだろう。
明治民法の制定時に，起草者の富井政章は，子の利益を考えれ 

ば，子に否認権を認めることには反対しないが，否認のためには
「母ノ姦通ヲ証明シナケレバナラヌ」 というようなこともあるので，十
分お考えを 願いたいと述べ、起草者の梅謙次郎は，その後，著書
の中で，嫡出推定 が当たっているかどうかを判断できるのは父母

だけだが，母がその子が夫の子でないと主張することは，「有夫姦
ヲ犯シ又ハ婚姻ノ前後ニ於テ私通 ヲ為シタリト主張スルニ同シ」だ
から，実際に反証をすることは困難であ るだけではなく，「其不品

行ヲ法廷ニ主張スルノ権利ヲ之ニ与フルハ風教ニ害アル所ナルカ
故ニ夫ニノミ権利ヲ与ヘタルナリ」と述べた。
ここで は，妻＝母の姦通を公けにしないという体面が重視されて
いることがわか る。

立命館法学 2007 年 6 号（316号) 

1 現行制度の問題点

2) 嫡出否認の訴え

親子関係否定の法理の解釈論的検討 
――事実主義の立場から―― 

二宮周平 

はじめに 

1 現行制度の問題点

2 民法772条の解釈～「推定の及ばない子」
 
3 虚偽の嫡出子出生届
 
4 認知無効
 
おわりに
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抜 粋

改正前の民法で母に嫡出否認権が与えら
れていなかった理由は、姦通を犯したと主
張する権利を認められないからだと梅謙次
郎が述べています。

無戸籍問題の原因となっている規定は、明治
時代の女性の地位が背景となってます。



立命館法学 一九九六年五号（二四九号）

父 と は 誰か
－嫡出推定および認知制度改革私案－

二宮 周平

目 次

一 問題の所在

二 改革の視点と具体的な改革私案

三 当事者の意思を尊重した推定制度

四 父子関係を争うシステムと生活事実の尊重

五 お わ り に

現行の父子関係成立の方法に問題があることについ

ては、多くの人が指摘している(57)。指摘する以上、問
題の解決について、解釈の域を越えた立法的解決を具
体的に論じる必要がある。
確かに選択的夫婦別姓や婚外子の相続分の平等化

さえ立法化に手間取っている現状では、実現の可能性
は乏しいかもしれない。しかし、少なくとも、出生届に夫
の氏名を記入しない届出をすれば、嫡出推定を排除し
母の婚外子としての登録を認めること、任意認知にお
いて母や子の同意を得ること、親子関係不存在確認の
訴えの出訴権者、出訴期間に一定の歯止めをかけるこ
と(58)、認知訴訟においてはＤＮＡ鑑定を命ずることが
できるようにすること、以上の四点については、その必
要性から考えて、早急に立法化すべきではないだろう
か。
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抜 粋

立命館大学の二宮周平教授は、1996年の時点で、父子関

係に関する民法の規定について、早急に改善すべき点を
提起していますが、いまだにその多くは手付かずのままで
す。

https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-5/ninomiya.htm#001
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-5/ninomiya.htm#001
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https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-5/ninomiya.htm#003
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1873年太政官布告21号が「妻妾ニ非ル婦女ニシテ分娩スル児子ハ一切私生ヲ以テ論
シ、其婦女ノ引受タルヘキ事 但シ男子ヨリ己ノ子ト見留メ候上ハ、婦女住所ノ戸長ニ請
テ免許ヲ得候者、其子其男子ヲ父トスルヲ可得事」に始まる。1875年太政官指令において
も、「戸長ノ免許ヲ受ケ男子ノ籍ヘ入ル々トキハ、私生ノ名義ヲ消シテ庶子ト称シ、庶子中
長幼ノ順序ヲ以テ相続ノ権ヲ有ス可キ事」とされ、母の承諾が不要とされ、その考え方が
明治民法に、そして現在にも繋がっている。
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任意認知において母や子の同意が不要とされた理由
（二宮周平 「現代日本における婚外子と父-法制度の検討ー」より抜粋）



出典：e-Gov

母体保護法（抜粋）
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出典：厚生労働省HPより抜粋
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男性の掛金 女性の掛金

男女の掛金の違いは、男女の平均寿命の差、つまり、年金を
受け取る年数の蓋然性と説明されている。
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ご清聴、
ありがとう
ございました。

福澤諭吉「新女大学」（抜粋）

一 婦人の妊娠出産は勿論（もちろん）、出産後小児
に乳を授け衣服を着せ寒暑昼夜の注意心配、他人の
知らぬ所に苦労多く、身体も為めに瘠（や）せ衰（お
とろ）うる程の次第なれば、父たる者は其苦労を分
ち、仮令（たとい）戸外の業務あるも事情の許す限り
は時を偸（ぬす）んで小児の養育に助力し、暫くにて
も妻を休息せしむ可し。世間或は人目を憚（はばか）
りて態（わざ）と妻を顧みず、又或は内実これを顧み
ても表面に疏外（そがい）の風を装（よそお）う者あ
り。たわいもなき挙動なり。夫が妻の辛苦を余処（よ
そ）に見て安閑（あんかん）たるこそ人倫の罪にして
恥ず可きのみらず、其表面を装うが如きは勇気なき
痴漢（バカモノ）と言う可し。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8: 　2025NGO日本女性大会 基調報告
	スライド 9: はじめに
	スライド 10: 歩みとネットワーク
	スライド 11: コロナ禍が連絡会にもたらした変化
	スライド 12: いまなお続く社会の課題
	スライド 13: 未来へ向けて
	スライド 14: 2020〜2025年：社会の変化
	スライド 15: パンデミックの影響
	スライド 16: 戦争と安全保障の転換
	スライド 17: 災害と社会構造の変化
	スライド 18: ジェンダー法制度の進展
	スライド 19: 政治の変化
	スライド 20: これからの展望
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53:  コメンテーター　上野千鶴子　　コーディネーター　前田佳子 　
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72
	スライド 73
	スライド 74
	スライド 75
	スライド 76
	スライド 77
	スライド 78:   女性差別撤廃委員会  Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW   
	スライド 79:  女子差別撤廃条約　前文最後の部分 
	スライド 80: 女子差別撤廃条約・事例
	スライド 81: 選択的夫婦別姓制度
	スライド 82:  女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書→日本は締結していない 
	スライド 83:  差別的法律についての日本への勧告 
	スライド 84: 「平和を求め軍拡を許さない女たちの会」の声明
	スライド 85: 条約の可視性→問題あり
	スライド 86:  国内人権機構についての勧告 
	スライド 87:  暫定的特別措置への勧告 
	スライド 88:   人身取引と売買春による搾取 
	スライド 89:   不利な状況にあるグループの女性 
	スライド 90:  2025年韓国女性政治センター国際会議 開催（8月19日～20日）の背景 
	スライド 91: 目的
	スライド 92: プログラム
	スライド 93
	スライド 94
	スライド 95
	スライド 96: ミッション（Mission） 
	スライド 97
	スライド 98:  コメンテーターより　
	スライド 99:  ディスカッション 　
	スライド 100:  質疑応答 　
	スライド 101
	スライド 102
	スライド 103
	スライド 104
	スライド 105
	スライド 106
	スライド 107
	スライド 108
	スライド 109
	スライド 110
	スライド 111
	スライド 112
	スライド 113
	スライド 114
	スライド 115
	スライド 116
	スライド 117
	スライド 118
	スライド 119
	スライド 120
	スライド 121
	スライド 122
	スライド 123
	スライド 124
	スライド 125
	スライド 126
	スライド 127
	スライド 128
	スライド 129
	スライド 130
	スライド 131
	スライド 132
	スライド 133
	スライド 134
	スライド 135
	スライド 136
	スライド 137
	スライド 138
	スライド 139
	スライド 140

